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(57)【要約】
【課題】シート材料の上または下に浮かんで現れる合成
画像を有するマイクロレンズシート材料を提供する。
【解決手段】合成画像を持つマイクロレンズシート材料
であって、合成画像が中でシート材料の上または下、あ
るいは両方に浮遊するものが開示される。合成画像は２
次元または３次元であってもよい。マイクロレンズに近
接する感光材料層への光の照射の適用によることを含む
、こうした画像化シート材料を提供するための方法も開
示される。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．第一および第二側面を有する少なくとも一つのマイクロレンズ層、
　ｂ．マイクロレンズ層の第一側面に近接して配置される材料層、
　ｃ．複数のマイクロレンズのそれぞれと結びついた材料中に形成された、材料とともに
コントラストを有する少なくとも部分的に完全な画像、および
　ｄ．肉眼にシート材料の上または下、あるいは両方に浮いていると見える、個々の画像
により提供される合成画像、
を含むシート材料。
【請求項２】
　前記合成画像が、反射光下でシート材料の上に浮いて見える請求項１に記載のシート材
料。
【請求項３】
　前記合成画像が、透過光においてシート材料の上に浮いて見える請求項１に記載のシー
ト材料。
【請求項４】
　前記合成画像が、反射光下でシート材料の下に浮いて見える請求項１に記載のシート材
料。
【請求項５】
　前記合成画像が、透過光においてシート材料の下に浮いて見える請求項１に記載のシー
ト材料。
【請求項６】
　前記合成画像が、肉眼に対してシート材料の平面中に少なくとも部分としても見える請
求項１～５のいずれか１項に記載のシート材料。
【請求項７】
　前記材料が感光材料である請求項１に記載のシート材料。
【請求項８】
　前記材料が金属の感光材料である請求項１に記載のシート材料。
【請求項９】
　前記金属の感光材料が、アルミニウム、銀、銅、金、チタン、亜鉛、錫、クロム、バナ
ジウム、タンタル、およびこれら金属の合金から選択される請求項８に記載のシート材料
。
【請求項１０】
　前記材料が非金属の感光材料である請求項１に記載のシート材料。
【請求項１１】
　前記非金属の感光材料が、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、二酸化ケイ素、酸化錫インジウム
、酸化亜鉛、フッ化マグネシウムおよびケイ素から選択される請求項１０に記載のシート
材料。
【請求項１２】
　前記材料が感光性金属酸化物化合物材料である請求項１に記載のシート材料。
【請求項１３】
　前記感光性金属酸化物化合物材料が、アルミニウム、鉄、銅、錫およびクロムから形成
される酸化物化合物から選択される請求項１２に記載のシート材料。
【請求項１４】
　前記材料がサーモクロミック感光材料である請求項１に記載のシート材料。
【請求項１５】
　前記サーモクロミック材料が、炭酸銅、チオ尿素を伴う硝酸銅、チオール、チオエーテ
ル、スルホキシド、およびスルホンの硫黄含有化合物を伴う炭酸銅、水和硫酸塩、ホウ素
の窒化物、アルミニウムおよびビスマスから選択される請求項１４に記載のシート材料。
【請求項１６】
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　前記材料が多層薄膜感光材料である請求項１に記載のシート材料。
【請求項１７】
　材料層とマイクロレンズ間に配置されたスペース層をさらに含む請求項１に記載のシー
ト材料。
【請求項１８】
　前記シート材料がレンズ露出シート材料である請求項１に記載のシート材料。
【請求項１９】
　前記シート材料がレンズ埋め込みシート材料である請求項１に記載のシート材料。
【請求項２０】
　マイクロレンズが、平凸小型レンズ、円形の二重凸状小型レンズ、ロッド、微小球、ビ
ーズ、または円柱形小型レンズから選択される請求項１に記載のシート材料。
【請求項２１】
　合成画像が、１００度未満の視角にわたり認知できる請求項１に記載のシート材料。
【請求項２２】
　合成画像が、シート材料に対して視点を変えるにつれてシート材料に対して動いている
ように見える請求項１に記載のシート材料。
【請求項２３】
　合成画像が、シート材料を見る角度を変える時に消失および再出現する請求項１に記載
のシート材料。
【請求項２４】
　シート材料が、１より多い合成画像を含む請求項１に記載のシート材料。
【請求項２５】
　ａ．マイクロレンズのアレーおよびマイクロレンズ層の一つの側面に近接した感光材料
層を有するシート材料を提供し、
　ｂ．照射源を提供し、そして
　ｃ．それによってシート材料が肉眼にシート材料の上または下、あるいは両方に浮いて
見える個々の画像により提供される合成画像を示し、照射源を用いて複数のマイクロレン
ズのそれぞれと結びついた感光材料中に少なくとも部分的に完全な画像を形成する、
工程を含むマイクロレンズシート材料上に合成画像を形成する方法。
【請求項２６】
　各画像が照射源の多重パターン化露出により形成され、シート材料が各露出の間照射源
に対して異なる位置にある請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　各画像がレンズアレーを通して少なくとも一つの照射源の露出により形成される請求項
２５に記載の方法。
【請求項２８】
　シート材料上に１より多い合成画像を提供するために方法が繰返される請求項２５に記
載の方法。
【請求項２９】
　画像が照射源の多重露出により形成され、シート材料が各露出の間照射源から異なる距
離を取る請求項２５に記載の方法。
【請求項３０】
　照射源が２００ｎｍ～１１μｍの間の波長の光を提供する請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　請求項２５の方法により作製される請求項１に記載のシート材料。
【請求項３２】
　シート材料がさらにシート材料を基板に塗布するための接着層を含む請求項１に記載の
シート材料。
【請求項３３】
　シート材料が基板に付着する請求項３１に記載のシート材料。
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【請求項３４】
　基板が文書である請求項３２に記載の物品。
【請求項３５】
　基板が標識である請求項３２に記載の物品。
【請求項３６】
　シート材料が広告用の情報を表示するために用いられる請求項１に記載の物品。
【請求項３７】
　基板が識別カードの構成要素である請求項３２に記載のシート材料。
【請求項３８】
　基板が容器である請求項３２に記載の方法。
【請求項３９】
　合成画像が、また、肉眼にシート材料の平面中に少なくとも一部分として現れる請求項
２５の方法。
【請求項４０】
　合成画像が２次元画像である請求項１に記載のシート材料。
【請求項４１】
　合成画像が３次元画像である請求項１に記載のシート材料。
【請求項４２】
　合成画像が２次元画像である請求項２５に記載の方法。
【請求項４３】
　合成画像が３次元画像である請求項２５に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、観察者がシート材料に対して空間に浮かんでいると感じ、合成画像の遠近が
見る角度により変化する１以上の合成画像を提供するシート材料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　グラフィック画像または他の指標を有するシート材料は、特に論文または文献を認証す
るための標識として幅広く用いられてきた。例えば、特許文献１～４に記載されているよ
うなシート材料は、車両ナンバープレート用確認ステッカーとして、および運転免許証、
公文書、カセットテープ、トランプおよび飲料用容器のための防護フィルムとして用いら
れてきた。他の用途には、広告宣伝用表示およびブランド高揚に供するための独特の標識
でのパトカー、消防自動車または他の緊急用車両上などの識別目的用のグラフィック用途
が挙げられる。
【０００３】
　画像化シート材料の別の形態は、特許文献５（ガラノス）に開示されている。ガラノス
は、画像が中でマスクまたはパターンを通してシート材料のレーザー照射により形成され
る、特に「レンズ露出型の高利得な再帰反射シート材料」の使用を開示している。そのシ
ート材料は、複数の微小球のそれぞれの埋め込み表面上に被覆された金属反射層を持ち、
部分的に結合剤層中に埋められ、部分的に結合剤上に露出された複数の透明ガラス微小球
を含む。結合剤層は、画像化されている間にシート材料に侵入するあらゆるストレイ・ラ
イトを最小化すると言われるカーボンブラックを含有する。レーザー光のエネルギーは、
結合剤層中に埋め込まれたマイクロレンズの収束効果により、さらに集中化される。
【０００４】
　ガラノスの再帰反射シート材料中に形成される画像は、レーザー照射がシート材料に向
けられたのと同じ角度からシート材料を見る場合に、その場合のみに、見ることができる
。それは、換言すれば、画像は極めて限定された観察角度でのみ見ることができることを
意味する。そういうおよび他の理由により、こうしたシート材料のある種の特性を改善し
ようとする願望があり続けている。
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【０００５】
　早くも１９０８年にガブリエルリップマン（Ｇａｂｒｉｅｌ　Ｌｉｐｐｍａｎ）は、１
以上の感光性層を有するレンズ媒体中に、一つの情景の真の３次元画像を生成するための
方法を発明した。積分撮影術として知られるその方法は、非特許文献１にも記載されてい
る。リップマンの方法において、写真乾板はレンズ（または「小型レンズ」）のアレーを
通して露光され、その結果、アレーの各小型レンズは、その小型レンズにより占拠された
シートの視点から見られるように再生しようとする情景のミニチュア画像を写真乾板に伝
達する。写真乾板が現像された後、小型レンズアレーを通しての乾板上の合成画像を見て
いる観察者は撮影された情景の３次元表示を見ることになる。画像は、用いられる感光性
材料に応じて、黒および白またはカラーであることが可能である。
【０００６】
　乾板の露光の間に小型レンズにより形成される画像は各ミニチュア画像の単一反転のみ
を受けるので、得られる３次元表示は偽影鏡性である。すなわち、画像の感知深さは反転
されるので、対象は「裏返し」に見える。これは、画像を直すために２回の光学反転を行
うことが必要になるので、大きな不利である。これらの方法は、同じ対象物の複数の光景
を記録するために、単一カメラ、または多くのカメラ、または多レンズカメラによる多露
光を含んで複雑であり、単一３次元画像を提供するために多画像の極めて正確な登録を必
要とする。さらに、従来のカメラに依存するあらゆる方法は、カメラの前での実際の対象
物の存在を必要とする。これは、さらに、仮想対象物（実質的には存在するがしかし現実
には存在しない対象物を意味する）の３次元画像を生成するために悪く選択された方法を
提供する。積分撮影術のさらなる不利益には、見ることが可能である実際の画像を形成す
るために合成画像は見る側から光を当てねばならないことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第３，１５４，８７２号明細書
【特許文献２】米国特許第３，８０１，１８３号明細書
【特許文献３】米国特許第４，０８２，４２６号明細書
【特許文献４】米国特許第４，０９９，８３８号明細書
【特許文献５】米国特許第４，２００，８７５号明細書
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｄｅ　Ｍｏｔｅｂｅｌｌｏ，「Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ　ｏｆ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｄａｔａ　ＩＩ」ｉｎ　Ｐｒｏ
ｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＳＰＩＥ，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，１９８４
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明はシート材料の上または下に浮かんで現れる合成画像を有するマイクロレンズシ
ート材料を提供する。これらの浮かんだ画像は便宜上浮遊画像と呼ばれ、それらはシート
材料の上または下に位置することができる（２次元または３次元画像のいずれかとして）
か、またはシート材料の上、平面中、または下に現れる３次元画像であることができる。
画像は黒および白またはカラーであり得て、観察者と共に動くように出現することができ
る。いくつかのホログラフィックシート材料とは違って、本発明の画像化シート材料はそ
れ自体の複製を創造することはできない。さらに、浮遊画像（複数も含む）は見る人の肉
眼により観察することができる。
【００１０】
　記載したような合成画像を有する本発明のシート材料は、パスポート、ＩＤバッジ、イ
ベント許可証、アフィニティ・カード、製品識別形式、および検証および認証用広告宣伝
における安全で不正操作のできない画像、ブランドの浮遊性または沈下性または浮遊性お
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よび沈下性画像を提供するブランド高揚画像、パトカー、消防自動車または他の緊急用車
両のための紋章などのグラフィック用途における識別表示画像；キオスク、夜間電光表示
および自動車ダッシュボード表示などのグラフィック用途における情報表示画像；および
ビジネスカード、下げ札、美術品、靴およびビン製品などの製品上の合成画像の使用を通
しての新規性強調などの多様な用途において用いることが可能である。
【００１１】
　本発明は、さらに、記載した合成画像を含有する画像化シート材料を形成する新規な手
段を提供する。一つの実施形態において、単一合成画像が形成される。２以上でそれらが
シート材料の上および下両方に現れる合成画像が中で形成される実施形態も開示される。
他の実施形態は、従来の印刷画像と本発明により形成される合成画像の組合せから成るこ
とができるであろう。
【００１２】
　なお、本発明は、本願明細書において、以下に説明する添付の図面を参照して説明され
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】「レンズ露出」マイクロレンズシート材料の拡大断面図である。
【図２】「レンズ埋め込み」マイクロレンズシート材料の拡大断面図である。
【図３】平凸系シートを含むマイクロレンズシート材料の拡大断面図である。
【図４】微小球から構築されたマイクロレンズシート材料に侵入する分散エネルギーのグ
ラフ表示を示した模式図である。
【図５】個々の微小球に近接する材料層中に記録された標本画像を示し、さらに、記録さ
れた画像が合成画像の完全複製から部分複製の範囲にあることを示すマイクロレンズシー
ト材料部の平面図である。
【図６】本発明によりシート材料の上に浮いて現れる合成画像を提供するために画像化さ
れたアルミニウムフィルムから成る感光材料層を持つマイクロレンズシート材料の光学顕
微鏡写真である。
【図７】本発明によりシート材料の下に浮いて現れる合成画像を提供するために画像化さ
れたアルミニウムフィルムから成る感光材料層を持つマイクロレンズシート材料の光学顕
微鏡写真である。
【図８】マイクロレンズシート材料の上に浮いて現れる合成画像形成の幾何光学的表示を
示した模式図である。
【図９】シート材料を反射光の方向において見る場合に本発明のシート材料の上に浮いて
現れる合成画像を有するシート材料の模式図である。
【図１０】シート材料を透過光線の方向において見る場合に本発明のシート材料の上に浮
いて現れる合成画像を有するシート材料の模式図である。
【図１１】見る場合にマイクロレンズシート材料の下に浮いて現れる合成画像形成の幾何
光学的表示を示した模式図である。
【図１２】シート材料を反射光の方向において見る場合に本発明のシート材料の下に浮い
て現れる合成画像を有するシート材料の模式図である。
【図１３】シート材料を透過光線の方向において見る場合に本発明のシート材料の下に浮
いて現れる合成画像を有するシート材料の模式図である。
【図１４】本発明の合成画像を形成するために用いられた分散エネルギーを生み出すため
の光学系の模式図である。
【図１５】本発明の合成画像を形成するために用いられた分散エネルギーを生み出すため
の第２光学系の模式図である。
【図１６】本発明の合成画像を形成するために用いられた分散エネルギーを生み出すため
の第３光学系の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　本発明のマイクロレンズシート材料は、シート材料の上、平面中、および／または下に
浮かぶか、または浮遊して現れ、多くのマイクロレンズと結びついた個々の画像により供
給される合成画像を提供する。
【００１５】
　本発明の完全な説明を提供するために、マイクロレンズシート材料を以下のパートＩで
説明し、次にこうしたシート材料の材料層（好ましくは、感光材料層）をパートＩＩで、
照射源をパートＩＩＩで、画像化法をパートＩＶで説明する。いくつかの実施例も、本発
明の種々の実施形態をさらに説明するために提供される。
【００１６】
Ｉ．マイクロレンズシート材料
　本発明の画像を形成することができるマイクロレンズシート材料は、マイクロレンズ層
またはそれらの複数層の一つの側面に近接して配置される材料層（以下に記載するように
、好ましくは感光材料または皮膜）を持つマイクロレンズの１以上の個別層を含む。例え
ば、図１は、一般的に高分子材料である結合剤層１４中に部分的に埋め込まれた透明微小
球１２の単層を含む「レンズ露出」型マイクロレンズシート材料１０を示す。微小球は、
材料層を画像化するために用いることが可能である照射波長、および合成画像が中で見ら
れる波長の両方に対して透過性である。材料層１６は各微小球の後部表面で処置され、ま
た、説明のための実施形態において、一般に、微小球１２のそれぞれの表面の一部分のみ
に接触する。この型のシート材料は米国特許第２，３２６，６３４号においてより詳細に
記載されており、現在、３Ｍ社からＳｃｏｔｃｈｌｉｔｅ８９１０シリーズ反射性布帛の
ブランド表示の下で市販されている。
【００１７】
　図２は別の適する型のマイクロレンズシート材料を示す。このマイクロレンズシート材
料２０は、微小球レンズ２２が中で一般に高分子材料である透明な保護膜２４中に埋め込
まれる「レンズ埋め込み」型シート材料である。材料２６の層は、また一般に高分子材料
である透明なスペーサ層２８の裏側の微小球の後ろに配置される。この型のシート材料は
米国特許第３，８０１，１８３号においてより詳細に記載されており、現在、３Ｍ社から
Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ３２９０シリーズエンジニアグレード再帰反射性シート材料のブラ
ンド表示の下で市販されている。別の適する型のマイクロレンズシート材料はカプセル化
レンズシート材料と呼ばれ、この例は米国特許第５，０６４，２７２号に記載されており
、現在、３Ｍ社からＳｃｏｔｃｈｌｉｔｅ３８７０シリーズ高輝度グレード再帰反射性シ
ート材料のブランド表示の下で市販されている。
【００１８】
　図３はなお別の適する型のマイクロレンズシート材料を示す。このシート材料は、第１
および第２の広い面を有する透明な平凸または非球面下地材２０を含み、第２面３２は実
質的に平面であり第１面は実質的に半球状または半非球状マイクロレンズ３４のアレーを
有する。マイクロレンズの形状および下地材の厚さは、アレーに入射する平行光線がほぼ
第２面で収束するように選択される。材料層３６は第２面上に供給される。この種類のシ
ート材料は、例えば、米国特許第５，２５４，３９０号に記載されており、現在、３Ｍ社
から２６００シリーズ３Ｍセキュアーカードレセプターのブランド表示の下で市販されて
いる。
【００１９】
　シート材料のマイクロレンズは、好ましくは、画像形成が起こるように画像形成屈折性
表面を有し、一般に、これは曲線状のマイクロレンズ表面により提供される。曲線状表面
のために、マイクロレンズは、好ましくは、均一な屈折率を有する。勾配屈折率（ＧＲＩ
Ｎ）を提供する他の有用な材料は、光を屈折させるために曲線状表面を必ずしも必要とし
ない。マイクロレンズ表面は、好ましくは、本来球状であるが、しかし、非球状表面も許
容可能である。マイクロレンズは、実際の画像が屈折表面により形成されるならば、円柱
状または球状のようなあらゆる対称性を有することが可能である。マイクロレンズそれら
自体は、円形の平凸小型レンズ、円形の二重凸状小型レンズ、ロッド、微小球、ビーズ、
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または円柱形小型レンズなどの独立した形態から成ることができる。マイクロレンズを形
成することができる材料には、ガラス、ポリマー、無機物、結晶、半導体およびこれらお
よび他の材料の組合せが挙げられる。非独立的なマイクロレンズ要素も用いることが可能
である。従って、複製または浮き彫り加工から形成されるマイクロレンズ（そこではシー
ト材料の表面が形状変更されて画像化特性を持つくりかえし型プロフィールを生成する）
も用いることができる。
【００２０】
　可視光線および赤外線の波長にわたり１．５～３．０間の均一な屈折率を持つマイクロ
レンズは、最も有用である。適するマイクロレンズ材料は、可視光線の最小吸収を有し、
エネルギー源が感光層を画像化するために用いられる実施形態において、材料はまたエネ
ルギー源の最小吸収を示すことが望ましい。マイクロレンズが独立的であろうがくりかえ
し型であろうが、且つマイクロレンズが作製される材料にかかわらず、マイクロレンズの
屈折力は、好ましくは、屈折性表面上に入射する光線が屈折し、マイクロレンズの反対側
上に収束するようなものである。さらに詳細には、光線はマイクロレンズの裏側表面上ま
たはマイクロレンズに近接する材料上のいずれかに収束する。材料層が感光性である実施
形態において、マイクロレンズは、好ましくは、その層上の適切な位置で縮小された実際
の画像を形成する。約１００～８００倍での画像の縮小は、特に、良好な解像度を有する
画像を形成するために有用である。マイクロレンズシート材料の前表面に入射するエネル
ギーが、好ましくは感光性である材料層上に収束するように必要な収束条件を提供するた
めのマイクロレンズシート材料の構築は、この節の初めに参照した米国特許において記載
されている。
【００２１】
　１５マイクロメートル～２７５マイクロメートルの範囲の直径を持つ微小球が好ましい
が、しかし、他サイズの微小球も用いることが可能である。良好な合成画像解像度は、比
較的短い間隔で微小球層から空間的に離れて現れるようになる合成画像用の前述の範囲の
より小さい側の直径を有する微小球を用いること、およびより大きな間隔で微小球層から
空間的に離れて現れるようになる合成画像用のより大きな微小球を用いることにより得る
ことができる。微小球用に示されたものに比肩できる小型レンズ寸法を有する、平凸状、
円柱状、球状または非球状マイクロレンズなどの他のマイクロレンズは、類似の光学的効
果を生み出すと期待することができる。
【００２２】
ＩＩ．材料層
　上述のように、材料層はマイクロレンズに近接して提供される。観察者により反射また
は透過光下で見られる場合、複数のマイクロレンズと結びついた材料中に形成される個々
の画像は、シート材料の上、平面上、および／または下に現れる合成画像を提供する。他
の方法も用いることが可能であるが、こうした画像を提供するための好ましい方法は感光
材料を材料層として提供し、光照射を用いてその材料を望ましいやり方において画像を提
供するように変更することである。従って、本発明はそれによって限定されないが、マイ
クロレンズに近接する材料層の残っている課題は感光材料層に大きく関連して提示される
。
【００２３】
　本発明に有用な感光材料には、金属、高分子および半導体材料およびこれらの混合物の
皮膜およびフィルムが挙げられる。本発明に関連して用いられるように、所定レベルの可
視光線または他の光の照射にさらされると露出された材料の様子が変化してその照射にさ
らされなかった材料とのコントラストを提供する場合に、材料は「感光性」である。従っ
て、それによって創造された画像は、組成的変化、材料の除去またはアブレーション、相
変化、または感光皮膜の重合の結果であり得る。いくつかの感光金属フィルム材料の例に
は、アルミニウム、銀、銅、金、チタン、亜鉛、錫、クロム、バナジウム、タンタル、お
よびこれら金属の合金が挙げられる。これらの金属は、一般に、金属本来の色と光への露
出後の金属変性色間の差異によるコントラストを提供する。画像は、また、上述のように
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アブレーションによるか、または画像が材料の光学的変性により提供されるまで材料を加
熱する照射によって提供することが可能である。例えば、米国特許第４，７４３，５２６
号には金属合金を加熱して色変化を提供することが記載されている。
【００２４】
　金属合金に加えて、金属酸化物および金属亜酸化物も感光材料として用いることができ
る。このクラスの材料には、アルミニウム、鉄、銅、錫およびクロムから形成される酸化
物化合物が挙げられる。硫化亜鉛、セレン化亜鉛、二酸化ケイ素、酸化錫インジウム、酸
化亜鉛、フッ化マグネシウムおよびケイ素などの非金属材料も、本発明に有用である色ま
たは対照を提供することができる。
【００２５】
　多層の薄膜材料も独特の感光材料を提供するために用いることができる。これらの多層
材料は、色またはコントラスト剤の出現または除去により対比変化を提供するように設定
することができる。代表的な構築物には、特定の照射波長により画像化するように（例え
ば色の変化により）設計される光学的スタックまたは同調キャビティが挙げられる。一つ
の特定例が、誘電ミラーとしての氷晶石／亜鉛硫化物（Ｎａ3ＡｌＦ6／ＺｎＳ）の使用を
開示している米国特許第３，８０１，１８３号に記載されている。別の例は、クロム／ポ
リマー（プラズマ重合ブタジエンなど）／二酸化ケイ素／アルミニウムから成る光学的ス
タックであり、これらの層の厚さは、クロムに対して４ｎｍ、ポリマーに対して２０ｎｍ
～６０ｎｍの間、二酸化ケイ素に対して２０ｎｍ～６０ｎｍの間、およびアルミニウムに
対して８０ｎｍ～１００ｎｍの間の範囲であり、およびそこでの個々の層厚さは可視スペ
クトルにおける特定の色反射率を提供するために選択される。薄膜同調キャビティは前に
検討した単一層薄膜のいずれとも一緒に用いることができるであろう。例えば、約４ｎｍ
厚さのクロム層および約１００ｎｍ～３００ｎｍの間の二酸化ケイ素層を持つ同調キャビ
ティであって、二酸化ケイ素層の厚さは照射光の特定の照射波長に反応して色画像化され
て提供するように調整される。
【００２６】
　本発明に有用な感光材料には、サーモクロミック材料も挙げられる。「サーモクロミッ
ク」は温度変化にさらされる場合に色を変える材料のことを指す。本発明において有用な
サーモクロミック材料の例は米国特許第４，４２４，９９０号に記載されており、炭酸銅
、チオ尿素を伴う硝酸銅、およびチオール、チオエーテル、スルホキシド、およびスルホ
ンなどの硫黄含有化合物を伴う炭酸銅が例として挙げられる。他の適するサーモクロミッ
ク化合物の例には、水和硫酸塩およびホウ素の窒化物、アルミニウム、およびビスマス、
およびホウ素、鉄、および燐の酸化物および水和酸化物が挙げられ、米国特許第４，１２
１，０１１号に記載されている。
【００２７】
　当然なこととして、材料層が照射源を用いて画像化されようとしていない場合、次に材
料層は感光性であり得るがそれを必要とはしない。しかし、感光材料は製造の容易さが好
ましく、そして、好ましくは適する照射源も用いられる。
【００２８】
ＩＩＩ．照射源
　上述のように、マイクロレンズに近接する材料層上に画像パターンを提供する好ましい
やり方は、感光材料を画像化するために照射源を用いることである。望ましい輝度および
波長の照射を提供するあらゆるエネルギー源が、本発明の方法により用いることができる
。２００ｎｍ～１１マイクロメートルの間の波長を有する照射を提供することができる素
子は特に好ましいと信じられる。本発明に有用な高ピーク電力照射源の例には、エキシマ
ーフラッシュランプ、無抵抗Ｑ－スイッチ型マイクロチップレーザー、およびＱ－スイッ
チ型ネオジムドープ－イットリウムアルミニウムガーネット（Ｎｄ：ＹＡＧと短縮される
）、ネオジムドープ－イットリウムリチウムフッ化物（Ｎｄ：ＹＬＦと短縮される）およ
びチタンドープ－サファイア（Ｔｉ：サファイアと短縮される）レーザーが挙げられる。
これらの高ピーク電力源は、アブレーション－材料の除去を通して、または多光子吸収工
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程において画像を形成する感光材料により最も有用となる。有用な照射源の他の例には、
半導体レーザー、イオンレーザー、非Ｑ－スイッチ型固体レーザー、金属蒸気レーザー、
ガスレーザー、アーク灯などの低ピーク電力および高電力白熱光源を与える素子が挙げら
れる。これらの供給源は、感光媒体が非アブレーション的方法により画像化される場合に
特に有用である。
【００２９】
　すべての有用な照射源に対して、照射源からのエネルギーはマイクロレンズシート材料
に向けて当てられ、エネルギーの高度分散光を与えるように制御される。電磁スペクトル
の紫外線、可視、および赤外線部分におけるエネルギー源のために、光線は適切な光学的
要素により制御され、これらの例は図１４、図１５、および図１６に示されると共に、以
下により詳細に説明される。一つの実施形態において、通常光学系列と呼ばれる光学的要
素のこの配列の要求事項は、光学系列が所期の角度でマイクロレンズおよび結果として材
料層を照射するように適切な発散または散らばりを伴ってシート材料に向け光線を当てる
ことである。本発明の合成画像は、好ましくは、０．３以上の開口数（最大分散光の半角
のサインとして定義される）を持つ光発散素子を用いることにより得られる。より大きな
開口数を持つ光発散素子は、より大きな視角、およびより大きな範囲の画像仮現運動を有
する合成画像を生成する。
【００３０】
ＩＶ．画像化法
　本発明による代表的な画像化法は、レンズを通してのレーザーからの平行光線をマイク
ロレンズシート材料に向けて方向付けることから成る。さらに以下に説明するように、浮
遊画像を有するシート材料を創造するために、光線は高開口数（ＮＡ）を持つ分散レンズ
を通して透過されて高度に分散された光の円錐体を生成する。高ＮＡレンズとは０．３以
上のＮＡを有するレンズである。微小球の照射感光皮膜側は、光円錐体の軸（光学軸）が
マイクロレンズシート材料の平面に垂直であるように、レンズからの位置を合わせる。
【００３１】
　個々のマイクロレンズはそれぞれ光学軸に対して独特な位置を占めるので、各マイクロ
レンズに侵入する光線は互いのマイクロレンズ上に入射する光に比べて独特の入射角を有
する。従って、光は各マイクロレンズにより材料層上の独特な位置に透過され、独特の画
像を生成する。さらに正確には、単一光パルスは材料層上に単一の画像化ドットしか生成
しないので、そこで隣接する各マイクロレンズの画像を提供するために、多パルス光を用
いて多画像化ドットからの画像を創造する。各パルスに対して、光学軸は前パルス間の光
学軸の位置に比べて新しい所に位置付けられる。これらのマイクロレンズに対する光学軸
位置の連続的な変化は、対応した各マイクロレンズ上への入射角、および、従ってそのパ
ルスにより材料層中に創造された画像化ドットの位置の変化をもたらす。結果として、微
小球の裏側に収束する入射光は、感光層中の選択されたパターンを画像化する。各微小球
の位置がすべての光学軸に対して独特であるので、各微小球に対して感光材料中に形成さ
れる画像はすべての他の微小球に関係する画像とは異なる。
【００３２】
　浮遊合成画像を形成するための別の方法は、レンズアレーを用いて高度に分散された光
を生成してマイクロレンズ化材料を画像化することである。レンズアレーは、すべてが平
面空間に整列された高開口数を持つ多数の小レンズから成る。アレーが光源により照射さ
れる場合、アレーは多錐体の高度に分散された光を生成し、それぞれ個々の錐体はアレー
中のその対応レンズに集中する。アレーの物理的寸法は合成画像の最大の横サイズを収容
できるように選択される。アレーサイズによって、小型レンズにより形成される個々のエ
ネルギー錐体は、あたかも個々のレンズが光パルスを受けている間アレーのすべての点で
順次位置付けられているかのようにマイクロレンズ化材料を露光する。どのレンズが入射
光を受け取るかの選択は反射マスクの使用によって生じる。このマスクは、露光されよう
とする合成画像部分に対応する透過面および画像が露光されるべきでない反射面を有する
。レンズアレーの横方向範囲のせいで、画像を追跡するために多光パルスを用いることは
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必要ない。
【００３３】
　マスクを入射エネルギーで十分に照射させることにより、エネルギーが通過することを
可能とするマスクの部分は、あたかも画像が単一レンズにより追跡されたかのように浮遊
画像の輪郭を描く高度に分散された光の多くの個別の錐体を形成する。結果として、単一
光パルスのみがマイクロレンズシート材料中の全体合成画像を形成するために必要とされ
る。あるいは、反射マスクの代わりに、電流測定ｘｙスキャナーなどの光線位置付けシス
テムが局部的にレンズアレーを照射しアレー上に合成画像をなぞることができる。この技
術によりエネルギーが空間的に局限されるので、アレー中の少しの小型レンズのみがいか
なる所定の時間においても照射される。照射される小型レンズは、マイクロレンズ化材料
を露光してシート材料中に合成画像を形成するために必要とされる高度に分散した光の円
錐体を提供する。
【００３４】
　レンズアレーそれ自体は個別小型レンズから、またはエッチング法によりレンズのモノ
リシックアレーを生成することにより製作することができる。レンズに適する材料は、入
射エネルギーの波長において非吸収性であるものである。アレー中の個々のレンズは、好
ましくは、０．３より大きい開口数および３０マイクロメートルより大きく１０ｍｍより
小さい直径を有する。これらのアレーは、反射防止皮膜を有してレンズ材料への内部損傷
を引き起こし得る背面反射の影響を減少させることが可能である。加えて、有効な負の焦
点距離およびレンズアレーに相当する寸法を有する単一レンズも、アレーを離れる光の発
散を増大するために用いることが可能である。モノリシックアレー中の個々の小型レンズ
の形状は、高開口数を有し、約６０％を超える大きな充填比を提供するために選択される
。
【００３５】
　図４はマイクロレンズシート材料に侵入する発散エネルギーの図式的な略図である。画
像Ｉが上または中で形成される材料層の部分は、各マイクロレンズが異なる視界から入射
エネルギーを「見る」ので、各マイクロレンズに対して異なる。従って、独特の画像は各
マイクロレンズと結びつく材料層中に形成される。
【００３６】
　画像化後、拡大対象物の寸法に応じて、対象物の完全なまたは部分的な画像が各微小球
の後ろの感光材料中に存在する。実際の対象物が微小球の後ろで画像として再生産される
程度は、微小球上に入射するエネルギー密度に応じて決まる。拡大対象物の部分は、それ
らの微小球上に入射するエネルギーがその材料を修正するために必要とされる照射レベル
よりも低いエネルギー密度を有するようにマイクロレンズの領域から十分な距離を取るこ
とが可能である。さらに、空間的に拡大された画像に対して、固定ＮＡレンズにより画像
化する場合、シート材料のすべての部分が拡大対象物のすべての部分に対する入射光にさ
らされるとは限らない。結果として、対象物のそれらの部分は感光媒体中では修正されな
くて、対象物の部分画像のみが微小球の後ろに現れる。図５は個々の微小球に近接する感
光層中に形成される標本画像を表すマイクロレンズシート材料の断面透視図であり、さら
に、記録された画像は合成画像の完全な複製から部分的な複製までの範囲にあることを示
す。図６および図７は本発明により画像化されたマイクロレンズシート材料の光学顕微鏡
写真であり、感光層はアルミニウム層である。その中に示されるようにいくつかの画像は
完全であり、他は不完全である。
【００３７】
　これらの合成画像は、不完全および完全の両方であり、すべて実際の対象物から異なる
視界を持つ多くの画像を一緒に総合化した結果と考えることもできる。多くの独特の画像
は、それらのすべてが対象物を「見る」かまたは異なる視界から画像化するミニチュアレ
ンズのアレーを通して形成される。個々のミニチュアレンズの後ろで、画像の形状および
そこから画像化エネルギー源を受け取る方向に依存する画像の透視図が材料層中に創造さ
れる。しかし、レンズの見るすべてのものが感光材料中に記録されるわけではない。レン
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ズにより見られる画像または対象物の内、感光材料を修正するために十分なエネルギーを
有する部分のみが、記録される。
【００３８】
　画像化しようとする「対象物」は、「対象物」の外形を描くことかまたはマスクの使用
のいずれかにより強い光源の使用を通して形成される。こうして記録されて合成態様を有
する画像のために、対象物からの光は広範囲の角度にわたり照射されねばならない。対象
物から照射される光が対象物の単一点から来ると共に、広範囲の角度にわたり照射する場
合、すべての光線は対象物についての情報を運んでいるが、しかし、情報は光線の視角か
らのものであるが、その単一点からのみのものである。今、光線により運ばれる通りの対
象物に関する比較的完全な情報を得るために、光は対象物を構成する点の収集から広範囲
の角度にわたり照射しなければならないことを考察する。本発明において、対象物から発
散する光線の角度の範囲は、対象物とマイクロレンズ材料の間に置かれた光学要素により
制御される。これらの光学要素は合成画像を生成するために必要な最適範囲の角度を与え
るように選択される。光学要素の最善の選択は光の円錐体をもたらし、それによって円錐
体の頂点は対象物の位置で止まる。最適円錐角度は約４０度より大きい。
【００３９】
　対象物はミニチュアレンズにより縮小され、対象物からの光はミニチュアレンズの裏側
に接触するエネルギー感光皮膜上に収束される。収束点またはレンズの裏側での画像の実
際の位置は、対象物から生じる入射光線の方向に応じて決まる。対象物上の点から発散す
る光の各円錐体はミニチュアレンズの一部を照射し、十分なエネルギーにより照射された
ミニチュアレンズのみが対象物のその点の恒久的な画像を記録する。
【００４０】
　幾何光学は、本発明による種々の合成画像の形成を説明するために用いられる。前述の
ように、以下に記載される画像化法が本発明の好ましいが排他的ではない実施形態である
。
【００４１】
Ａ．シート材料の上に浮遊する合成画像を創造すること
　図８に関して、入射エネルギー１００（本例においては光）は、光源中のあらゆる非均
一性を均質化するために光拡散器１０１上に導かれる。拡散的に散乱された光１００ａは
光コリメータ１０２により捕捉され平行化され、光コリメータ１０２は均一に分布した光
１００ｂを分散レンズ１０５ａに導く。分散レンズから、光線１００ｃがマイクロレンズ
シート材料１０６に向けて分散していく。
【００４２】
　マイクロレンズシート材料１０６に侵入する光線のエネルギーは個々のマイクロレンズ
１１１により材料層（説明のための実施形態中の感光皮膜１１２）上に収束される。この
収束されたエネルギーは感光皮膜１１２を修正して、光線と感光皮膜間の相互作用に応じ
て決まる画像、サイズ、形状、および外見を提供する。
【００４３】
　図８に示す配置は、レンズを通して後ろ側に延長する場合に分散光１００ｃが分散レン
ズの焦点１０８ａで交差するであろうから、以下に説明するようにシート材料の上に浮遊
するように観察者には見える合成画像を有するシート材料を提供するであろう。つまり、
仮定の「画像線」が各微小球を通して材料層から描かれ分散レンズを通して逆行させられ
るならば、それらは合成画像が現れる場である１０８ａで収束するであろう。
【００４４】
Ｂ．シート材料の上に浮遊する合成画像を見ること
　合成画像を有するシート材料は、観察者と同じ側（反射光）、または観察者とはシート
材料の反対側（透過光）、または両方からシート材料に侵入する光を用いて見ることが可
能である。図９は、反射光下で見る場合観察者Ａの肉眼にシート材料の上に浮いて見える
合成画像の略図である。肉眼は正常な視覚に直すことが可能であるが、しかし、例えば拡
大または特別のビュアによって助けてもらえるものではない。画像化シート材料が平行化
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または拡散することが可能である反射光により照射される場合、光線は、光線が衝突した
材料層により決定されるやり方で画像化シート材料から逆反射される。定義により、材料
層中に形成される画像は材料層の非画像化部分とは違って見え、従って画像は認知するこ
とができる。
【００４５】
　例えば、光Ｌ１は材料層により反射されて観察者に向かって戻ってくることが可能であ
る。しかし、材料層は光Ｌ２をそれらの画像化部分から観察者に向けて反射して戻すこと
はうまくできないか、または全くできない。従って、観察者は、１０８ａでのそれらの集
積が１０８ａでシート材料の上に浮くように見える合成画像を創造する光線がないことを
認知することが可能である。簡単に言えば、光は画像化部分を除く全体シート材料から反
射することが可能であり、このことは比較的暗い合成画像が１０８ａで現れることを意味
する。
【００４６】
　非画像化材料が入射光を吸収するかまたは透過させること、および画像化材料が合成画
像を提供するために必要とされる対照効果を提供するために入射光をそれぞれ反射するか
または部分的に吸収することもまた可能である。それらの環境下での合成画像は、比較的
暗く見えるであろうシート材料の残分と比較して比較的明るい合成画像として見られるで
あろう。焦点１０８ａで画像を創造するものが実際の光であり、光の不在ではないので、
この合成画像は「実際の画像（リアルイメージ）」と呼ぶことが可能である。これら可能
性をもった種々の組合せは要望通りに選択することができる。
【００４７】
　ある種の画像化シート材料は、また、図１０に見られるように透過光により見ることが
できる。例えば、材料層の画像化部分が半透明であり、非画像化部分がそうでない場合、
次に大部分の光Ｌ３は材料層により吸収されるかまたは反射されるが、一方で透過光Ｌ４
は材料層の画像化部分を通過し、マイクロレンズにより焦点１０８ａに向けて進む。合成
画像は焦点で見られ、それは本実施例においてシート材料の残分よりも明るく見られる。
焦点１０８ａで画像を創造するものが実際の光であり、光の不在ではないので、この合成
画像は「実際の画像」と呼ぶことが可能である。
【００４８】
　あるいは、材料層の画像化部分が半透明でないがしかし材料層の残分がそうである場合
、次に、画像部分における透過光の不在はシート材料の残分よりも暗く見える合成画像を
提供する。
【００４９】
Ｃ．シート材料の下に浮遊する合成画像を創造すること
　観察者から反対側のシート材料上に浮遊するように見える合成画像も提供することが可
能である。シート材料の下に浮くこの浮遊画像は、図８に示す発散レンズ１０５の代わり
に収束レンズを用いることにより創造することができる。図１１に関して、入射エネルギ
ー１００（本例においては光）は、光源中のあらゆる非均一性を均質化するために光拡散
器１０１上に導かれる。散乱光１００ａは次に光コリメータ１０２中に収集、平行化され
、光コリメータ１０２は光１００ｂを集束レンズ１０５ｂに導く。集束レンズから、光線
１００ｄが収束レンズと収束レンズの焦点１０８ｂの間に置かれるマイクロレンズシート
材料１０６上に入射する。
【００５０】
　マイクロレンズシート材料１０６に侵入する光線のエネルギーは個々のマイクロレンズ
１１１により材料層（説明のための実施形態中の感光皮膜１１２）上に収束される。この
収束されたエネルギーは感光皮膜１１２を修正して、光線と感光皮膜間の相互作用に応じ
て決まる画像、サイズ、形状、および外見を提供する。図１１に示す配置は、シート材料
を通して延長する場合に収束光１００ｄが集束レンズの焦点１０８ｂで交差するであろう
から、観察者には以下に説明するようにシート材料の下に浮遊するように見える合成画像
を有するシート材料を提供するであろう。つまり、仮定の「画像線」が各微小球を通して
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および各マイクロレンズと結びつく材料層中の画像を通して収束レンズ１０５ｂから描か
れるならば、それらは合成画像が現れる場である１０８ｂで収束するであろう。
【００５１】
Ｄ．シート材料の下に浮遊する合成画像を見ること
　シート材料の下に浮いて見える合成画像を有するシート材料は、また、反射光、透過光
、または両方から見ることができる。図１２は、反射光下で見る場合シート材料の下に浮
いて見える合成画像の略図である。例えば、光Ｌ５は材料層により反射されて観察者に向
かって戻ってくることが可能である。しかし、材料層は光Ｌ６をそれらの画像化部分から
観察者に向けて反射して戻すことはうまくできないか、または全くできない。従って、観
察者は、１０８ｂでそれらの集積が１０８ｂでシート材料の下に浮くように見える合成画
像を創造する光線がないことを認知することが可能である。簡単に言えば、光は画像化部
分を除く全体シート材料から反射することが可能であり、このことは比較的暗い合成画像
が１０８ｂで見られることを意味する。
【００５２】
　非画像化材料が入射光を吸収するかまたは透過させること、および画像化材料が合成画
像を提供するために必要とされる対照効果を提供するために入射光をそれぞれ反射するか
または部分的に吸収することもまた可能である。それらの環境下での合成画像は、比較的
暗く見えるであろうシート材料の残分と比較して比較的明るい合成画像として見られるで
あろう。これら可能性の種々の組合せは要望通りに選択することができる。
【００５３】
　ある種の画像化シート材料は、また、図１３に見られるように透過光により見ることが
できる。例えば、材料層の画像化部分が半透明であり、非画像化部分がそうでない場合、
次に大部分の光Ｌ７は材料層により吸収されるかまたは反射されるが、一方で透過光Ｌ８
は材料層の画像化部分を通過する。入射光の方向に戻る本明細書において「画像線」と呼
ばれる光線の延長は、１０８ｂでの合成画像の形成をもたらす。合成画像は焦点で視覚的
にはっきりと理解でき、それは本実施例においてシート材料の残分よりも明るく見られる
。
【００５４】
　あるいは、材料層の画像化部分が半透明でないがしかし材料層の残分がそうである場合
、次に、画像部分における透過光の不在はシート材料の残分よりも暗く見える合成画像を
提供する。
【００５５】
Ｅ．複合画像
　本発明の原理により作製される合成画像は、それらが長さおよび幅を有し、シート材料
の下か、平面中か、または上のいずれかに現れることを意味する２次元か、またはそれら
が長さ、幅、および高さを有することを意味する３次元的に現れることが可能である。３
次元合成画像は、シート材料の下または上のみに現れるか、または要望通りのシート材料
の下、平面中、および上の組合せにおいて現れることが可能である。用語「シート材料の
平面中」は、一般に、シート材料が平らに置かれる場合のシート材料の平面のみを意味す
る。すなわち、平らでないシート材料は、また、少なくとも部分的にその用語が本明細書
において用いられる通りの「シート材料の平面中」に現れる合成画像を有することができ
る。
【００５６】
　３次元合成画像は単一焦点で現れるのではなく、むしろシート材料の片側からまたはシ
ート材料を通して他端のポイントまでの範囲に及ぶ焦点を持つ焦点の連続体を有する画像
の合成物として現れる。これは、好ましくは、多焦点で材料層を画像化するためにシート
材料またはエネルギー源のいずれかを他の一方に対して連続的に動かすことにより（多数
の各種レンズを提供することよりも）達成される。得られる空間複合画像は本質的に多く
の個々のドットから成る。この画像はシート材料の平面に対して３デカルト座標のいずれ
においても空間的広がりを有することができる。
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【００５７】
　別の型の効果において、合成画像は、それが消えるマイクロレンズ化シート材料の領域
中に移動させることができる。この型の画像は、一応は、不透明マスクをマイクロレンズ
化材料と接触させて置きマイクロレンズ化材料の一部に対して部分的に画像化光を遮断す
ることを追加することにより、空中浮遊例に類似したやり方で作製される。こうした画像
を見る場合、画像化光が接触マスクにより減少されるか排除されるかのいずれかである領
域中に移動するように画像を作製することができる。画像はその領域中に「消える」よう
に見える。
【００５８】
　本発明により形成される合成画像は、観察者がシート材料の平面から視点軸間の広範囲
の角度にわたり合成画像を見ることができることを意味する極めて広範囲な視角を有する
ことができる。開口数０．６４を持つ非球面レンズを用いる場合、平均直径約７０～８０
マイクロメートルを有する単層のガラス微小球から成るマイクロレンズシート材料中に形
成される合成画像は、その中心軸が入射エネルギーの光学軸により決定される円錐視界内
で見ることができる。周辺光下で、そのように形成される合成画像は約８０～９０度角度
一杯の円錐体にわたり見ることが可能である。発散性が少なくより低いＮＡを持つ画像化
レンズを利用すると、より小さな半角円錐体を形成することができる。
【００５９】
　本発明の方法により形成される画像は、限定された視角を有するものも構築することが
できる。換言すれば、画像は、特定の方向、またはその方向の微小角度変更から見る場合
にのみ見られる。こうした画像は、最終非球面レンズ上に入射する光がレンズの一部分の
みをレーザー照射により放射するように調整することを除いて、以下の実施例１に記載さ
れる方法と同様に形成される。入射エネルギーによるレンズの部分的充填は、マイクロレ
ンズ化シート材料上に入射する分散光の限定された円錐体をもたらす。アルミニウム被覆
マイクロレンズシート材料に対して、合成画像は明るいグレーの背景上に暗いグレーの画
像として限定された視角円錐体内にのみ現れる。画像はマイクロレンズシート材料に比べ
て浮いているように見える。
【実施例】
【００６０】
　本発明は、便宜的に特定の図面を参照できる以下の実施例によりさらに説明される。
【００６１】
実施例１
　この実施例は、アルミニウム材料層を持つレンズ埋め込みシート材料、およびシート材
料の上に浮いて見える合成画像を説明する。浮遊画像を形成するために図１４に示す型の
光学系を用いた。光学系は、その基本波長１．０６マイクロメートルでＱ－スイッチ様式
において操作するＳｐｅｃｔｒａ　Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｑｕａｎｔａ－Ｒａｙ（商標）ＤＣ
Ｒ－２（１０）Ｎｄ：ＹＡＧレーザー３００から成る。このレーザーのパルス幅は一般に
１０～３０ｎｓの間である。レーザー後、９９％反射型反射鏡３０２、すりガラス拡散器
３０４、５Ｘビーム拡大望遠鏡３０６、および開口数０．６４および焦点距離３９．０ｍ
ｍを持つ非球面レンズ３０８によりエネルギーを再方向付けした。非球面レンズ３０８か
らの光をＸＹＺ試料台３１０に向けて導入した。試料台は三つの線形台から成り、ペンシ
ルバニア州、ピッツバーグのＡｅｒｏｔｅｃｈ　Ｉｎｃ．からＡＴＳ５００６０のブラン
ドで市販されている。一つの線形台は非球面焦点とマイクロレンズシート材料間の軸（ｚ
軸）に沿って非球面レンズを動かすために用い、他の二つの台は光学軸に対して互いに直
交する二つの水平軸においてシート材料を動かすことを可能とした。
【００６２】
　レーザー光をすりガラス拡散器３０４に向けて導入して熱レンズ化により生じるあらゆ
るビーム不均質性を排除した。拡散器に密接した５Ｘビーム拡大望遠鏡３０６により拡散
器からの分散光を平行化し、光線を拡大して非球面レンズ３０８を充填した。
【００６３】
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　この実施例において、レンズの焦点がマイクロレンズシート材料３１２の上１ｃｍであ
るように、ＸＹＺ試料台のＸＹ平面上に非球面レンズを置いた。シート材料の平面でのエ
ネルギー密度を制御するために、カナダ、ケベック州、セント－フェイのＧｅｎｔｅｃ，
Ｉｎｃ．から機械式マスクを有しＥＤ５００のブランドで市販されている開口部を備えた
電力計を用いた。非球面レンズの焦点から１ｃｍの電力計の照射面にわたり約８ミリジュ
ール／平方センチメートル（８ｍＪ／ｃｍ2）を得るように、レーザー出力を調整した。
８０ｎｍ厚さのアルミニウム感光層を持つレンズ埋め込みシート材料３１２の試料を、ア
ルミニウム被覆側が非球面レンズ３０８から顔をそらせるようにＸＹＺ試料台３１０に貼
った。
【００６４】
　ペンシルバニア州、ピッツバーグのＡｅｒｏｔｅｃｈ　Ｉｎｃ．からＵ２１のブランド
で市販されている制御器は、ＸＹＺ試料台３１２の動きに対する必要な制御信号およびレ
ーザー３００のパルス化用制御電圧を提供した。ｘ－ｙ－ｚ調整情報、移動命令、および
画像生成のために必要なレーザー発射命令を有する制御器中にＣＡＤファイルを導入する
ことにより台を動かした。マイクロレンズ化材料の上の空間中に画像を描くためにレーザ
ーのパルス化によってＸ、ＹおよびＺ台の動きを調整することにより、不規則な複合合成
画像を形成した。レーザーパルス繰返し数１０Ｈｚのために、台速度を５０．８センチメ
ートル／分に調整した。これによりマイクロレンズに近接するアルミニウム層中に連続複
合線が形成された。
【００６５】
　マイクロレンズ化シート材料を周辺光の中で見る場合、画像は明るいグレー背景に対し
て暗いグレーであった。焦点とビーズ状シート材料表面間の固定された１ｃｍ間隔に対し
て、得られた画像はシート材料の上約１ｃｍに浮いて見える平面的な合成画像であった。
さらに、合成画像は観察者の視野に関して合理的に大きな動きを示すので、そこで観察者
は視角に応じて合成画像の異なる態様を容易に見ることができた。
【００６６】
実施例２
　この実施例において、マイクロレンズシート材料の下に浮いて見える合成画像を形成す
るために、透過性ミラー感光層を持つレンズ露出シート材料構造物を用いた。実施例１に
おいて用いた光学系をこの実施例においても用いた。レンズがほとんどマイクロレンズシ
ート材料と接触するように、マイクロレンズ化シート材料を非球面レンズ３０８に対して
位置付けた。レーザー出力を非球面レンズ直下で約１４ｍＪ／ｃｍ2を達成するように調
整した。レンズ露出シート材料は、微小球の片側上に蒸着した硫化亜鉛（ＺｎＳ）誘電ミ
ラーを伴う、米国特許第３，８０１，１８３号に記載されているような部分的に埋め込ま
れた微小球から成った。ＺｎＳ層の厚さは名目上６０ｎｍであった。実施例１にあるよう
に、レーザーを１０Ｈｚで操作し、シート材料を５０．８ｃｍ／分で動かすことにより、
マイクロレンズ化シート材料中に連続複合線の形成を生じた。「球」パターン（４内接円
弧を持つ円）を台システムにより描いた。
【００６７】
　周辺光下で、球は白／黄背景に対して暗い画像として現れた。暗い合成画像はシート材
料の下約３９ｍｍに浮いて見えた。合成画像の位置は、この実施例ではレンズの後ろ約３
９ｍｍに関連する非球面レンズの焦点位置に対応した。
【００６８】
実施例３
　この実施例は、単一非球面レンズの代わりにレンズアレーを用いて、アルミニウム感光
層を持つレンズ露出シート材料中に合成画像を形成することを説明する。浮遊合成画像を
形成するために、図１５に示す型の光学系を用いた。光学系は、Ｑ－スイッチ型レーザー
３００、９９％反射型ミラー３０２、光学拡散器３０４、およびビーム拡大望遠鏡３０６
から成った。この実施例において用いた光学系のこれらの構成要素は実施例１に記載され
ているものと同じである。また、この実施例の光学系中に含まれるものには、２次元レン
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０９の面は、レーザー照射にさらされようとするマイクロレンズ化材料４１２の面と合致
するように透過性であり、一方残りのマスクの表面は半透過性または反射性であった。
【００６９】
　レンズアレー４０７は、アラバマ州、ハンツビルのＭＥＭＳ　Ｏｐｔｉｃａｌ，ＬＬＣ
から３０３８のブランドで市販されている石英ガラス反射型マイクロレンズアレーから成
った。この密に充填された球面レンズアレーを、直径７５ｍｍおよび焦点距離マイナス１
５０ｍｍを有する負の双凹レンズ４１１とほとんど接触するように置いた。８０ｎｍ厚さ
のアルミニウム感光層を持つレンズ露出シート材料４１２を、負の双凹レンズ４１１の２
５ｍｍ内に置いた。マイクロレンズ化材料を、マイクロレンズアレーおよび負の双凹レン
ズの組合せ光学通路の焦点距離から約１ｃｍに置いた。レーザーからの出力を、マイクロ
レンズ化シート材料の露出レンズ表面の界面で約４ｍＪ／ｃｍ2が生成されるように調整
した。単一レーザーパルスを活性化して全体画像に露光した。
【００７０】
　周辺光下で見る場合、得られた画像化マイクロレンズ化シート材料は、シート材料の上
約１ｃｍに浮いて見える画像を示した。画像は明るいグレー背景に対して暗いグレーに見
えた。
【００７１】
実施例４
　この実施例において、分散光源は散乱源からの反射により得た。散乱反射器は約５ｍｍ
直径のセラミックビーズから成った。図１６に示す型の光学系をこの実施例において用い
た。それは、実施例１に記載されたものと同じＱ－スイッチ型Ｎｄ：ＹＡＧレーザー５０
０、次に入射レーザービームのサイズを約１ｍｍ直径に減少させる望遠鏡５０２から成っ
た。次に、マイクロレンズシート材料５１２に面するセラミックビーズの半球５０４の約
１／４を照射するために、光を通常から十分に外れた角度でセラッミックビーズ５０４上
に侵入させた。これは赤外線カメラを通して散乱照射を見ることにより確認された。
【００７２】
　セラミックビーズ５０４をＸＹ試料台５１０の上約２５ｍｍの距離に位置付けた。レー
ザーからの入射光が試料台に平行になるように調整した。８０ｎｍアルミニウム感光層を
持つ埋め込みレンズシート材料５１２をＸＹ試料台５１０に貼り、制御器は試料台および
レーザーへの制御信号を提供した。マイクロレンズシート材料の表面で約８ｍＪ／ｃｍ2

が生成されるようにレーザー出力を調整した。マイクロレンズ化シート材料５１２の表面
に対して最も均質な光を得るためにセラミックビーズ５０４の光照射を調整した。ＸＹ試
料台５１０を１０Ｈｚのレーザーパルスにより５０．８ｃｍ／分で動かした。複合画像を
試料台により描く一方でマイクロレンズ化シート材料をセラミック反射器からの散乱照射
にさらした。
【００７３】
　周辺光において、合成画像はシート材料の上約２５ｍｍに浮き、明るいグレー背景に対
して暗いグレーに見えた。観察者の視点を基準にして画像は大きな動きを持った。透過光
下、発光合成画像はシート材料の上約２５ｍｍに浮いた。
【００７４】
実施例５
　この実施例において、レンズ埋め込みシート材料の材料層は、可視スペクトルにおける
特定色に同調させた多層光学スタックから成った。マイクロレンズ化基板の一つの面上に
、薄膜層が真空蒸発およびプラズマ重合により蒸着して、クロム／プラズマ重合ブタジエ
ン／二酸化ケイ素／アルミニウムから成る層配列が得られ、クロム層は埋め込みレンズに
近接していた。可視スペクトルの赤、緑、および青部分の色を得るために個々の材料の厚
さを調整した。第１表は調製された個々の材料の特定の厚さを示す。
【００７５】
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【００７６】
　次に、被覆マイクロレンズ下地材を積層材料と接触している多層構造のバッキングに積
層した。次に、マイクロレンズシート材料のライナーを除去して上記表により与えられる
色を有する埋め込みレンズの前表面にさらした。
【００７７】
　実施例１に記載された光学系を用いてこの実施例の試料を画像化した。この実施例にお
いて、非球面レンズの焦点をマイクロレンズシート材料の１ｃｍ上に位置付けた。マイク
ロレンズシート材料の表面で５ｍＪ／ｃｍ2のエネルギー密度が得られるようにレーザー
出力を調整した。多層スタックの光学特性を光照射領域において修正した。実施例１にお
いて記載したものと同じやり方で多層スタック中に画像を提供するために球パターンを描
いた。
【００７８】
　周辺光において、照射領域はマイクロレンズ化シート材料の背景色に対して明るい黄か
らオレンジの色に見えた。すべての合成画像はシート材料の上に浮き、観察者を基準にし
て動いて見えた。
【００７９】
実施例６
　この実施例はカラー合成画像を生成するための感光層としての多層同調スタックの第２
タイプを説明する。レンズ埋め込みシート材料から成るマイクロレンズ化下地材上に光学
スタックを調製した。マイクロレンズ化下地材の一つの面上に薄膜層を真空蒸発により蒸
着させて、以下の第２表に示すようなクロム／氷晶石／アルミニウム（Ｃｒ／Ｎａ3Ａｌ
Ｆ6／Ａｌ）、クロム／二酸化ケイ素／アルミニウム（Ｃｒ／ＳｉＯ2／Ａｌ）、またはク
ロム／フッ化マグネシウム／アルミニウム（Ｃｒ／ＭｇＦ2／Ａｌ）から成る層配列を得
た。可視スペクトル中の多様な色を得るために誘電体、ＳｉＯ2、Ｎａ3ＡｌＦ6およびＭ
ｇＦ2の厚さを調整した。第２表は種々の試料中に調製された個々の材料の特定厚さを示
す。
【００８０】
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【表２】

【００８１】
　次に、多層が積層材料と接触するように、被覆マイクロレンズ下地材をバッキングに積
層した。次に、マイクロレンズシート材料のライナーを除去して上記表により与えられる
色を有する埋め込みレンズの前表面にさらした。
【００８２】
　実施例１に記載された光学系を用いてこれらの試料を画像化した。この実施例において
、最終非球面レンズの位置をほとんど試料に接触するように位置付けしてシート材料の下
に浮いて見える合成画像を提供した。第２表に示すように、それぞれの多層スタックの光
学特性を恒久的に変えるであろうエネルギー密度が得られるようにレーザーエネルギーを
調整した。実施例１において記載したものと同じやり方でこの材料中に画像用として英数
字文字「ＳＡＭＰＬＥ」を描いた。周辺光において、マイクロレンズ化シート材料の背景
色に対して白／黄輪郭を伴い暗く見えた。すべての合成画像はシート材料の下約３９ｍｍ
に浮き、シート材料を見る観察者を基準にして動いて見えた。
【００８３】
実施例７
　この実施例において、５０原子％銀および５０原子％亜鉛（Ａｇ50Ｚｎ50）の相変化合
金および感光層としてのクロムおよび二酸化ケイ素から成る同調二分子層スタックを用い
て、カラー合成画像をレンズ埋め込みシート材料中に形成した。相変化合金は適用した光
によっては除去されなかったが、一方で同調二分子層は可視電磁スペクトルの青部分にお
けるスペクトル反射率を増大させる。実施例５において多層スタックの薄膜層をマイクロ
レンズ化下地材上に蒸着させるために用いた手順と同様のやり方で、レンズ閉鎖型シート
材料のスペーサ層上に感光層を蒸着させた。最初に、クロムおよび二酸化ケイ素層を、高
分子スペーサ層上にそれぞれ４０ｎｍおよび２６０ｎｍの厚さに真空蒸着させた。次に、
８０ｎｍ厚さのＡｇ50Ｚｎ50合金層を二酸化ケイ素層上にスパッタ蒸着させた。次に、試
料を積層し剥ぎ取ってマイクロレンズシート材料のクリア部分を露出させた。
【００８４】
　周辺（反射）光下で見る場合、シート材料はスミレ－青であるように見えた。実施例１
と同じ光学系を用いてＡｇ50Ｚｎ50感光層を画像化した。Ｑ－スイッチ型レーザーの代わ
りに、波長１．０６ｕｍで操作する連続波Ｎｄ：ＹＡＧレーザーをエネルギー源として用
いた。光学系中の音響光学変調器の使用によりパルス幅を制御した。図１４に示される型
の光学系を通して一次回折ビームを送った。レンズ閉鎖型シート材料の試料をＸＹＺ試料
台に貼った。音響光学変調器中へのレーザー出力をマイクロレンズ化材料で８１０ｍＷの
出力を与えるように調節した。１００マイクロ秒パルス幅で２０Ｈｚパルスを達成するよ
うに音響光学変調器を設定した。実施例１に記載したように、正の非球面レンズをマイク
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ロレンズ化材料の表面の上１２ｍｍに置いた。ＸＹＺ試料台により画像を描き出し、一方
でレーザー照射は感光層を露光した。
【００８５】
　シート材料を周辺光において見る場合、画像化領域は淡青色に見え、マイクロレンズシ
ート材料の上約１２ｍｍに浮いた。
【００８６】
実施例８
　この実施例において、銅感光層を持つ複製レンズ構造物をマイクロレンズシート材料と
して用いた。米国特許第５，２５４，３９０号に記載されている型の複製シート材料をマ
イクロレンズシート材料として用いた。銅感光層をシート材料の平らな表面上に厚さ８０
ｎｍに真空蒸着させた。マイクロ複製化マイクロレンズ化材料を実施例１に記載した光学
系からのレーザー照射にさらした。最終非球面レンズをマイクロレンズ化材料の表面から
６．５ｍｍ離れた焦点距離に位置付けた。シート材料の表面で約７ｍＪ／ｃｍ2が得られ
るようにレーザー出力を調整した。レーザーを１０Ｈｚパルスに設定し、ＸＹＺ試料台の
方は５０．８ｃｍ／分の速度で動かした。「球」パターン（４内接円弧を持つ円）を試料
の上に描いた。
【００８７】
　シート材料を周辺光において見る時、感光層の銅色に対して浮遊球の白い画像を見るこ
とができた。この合成画像はシート材料の上約６ｍｍに浮いて見えた。
【００８８】
実施例９
　この実施例は平面合成画像とシート材料の下に浮いて見える合成画像との組合せを説明
する。８０ｍｍ厚さのアルミニウム感光層を持つレンズ露出型マイクロレンズシート材料
を、実施例１に記載した光学系を用いて画像化した。非球面レンズをほとんどマイクロレ
ンズシート材料に接触させて位置決めし、試料表面で４ｍＪ／ｃｍ2が得られるようにレ
ーザー出力を調整した。英数字文字「ＳＡＭＰＬＥ」を描くように制御器をプログラム化
した。吸収マスクを開放シート材料の上に置いた。このマスクは従来のコピー機を用いて
透明シート上に英数字文字「３Ｍ」の列を印刷して作製した。英数字文字は照射を吸収す
るが、一方で周囲の面はレーザー照射を透過するであろう。この吸収性マスクを持つ露出
レンズシート材料を、「ＳＡＭＰＬＥ」文字がマスク位置の上にわたって形成されるよう
に位置決めした。
【００８９】
　周辺光において見る時、文字「ＳＡＭＰＬＥ」はシート材料の下約３９ｍｍに浮いて見
えたが、一方で非露出文字「３Ｍ」はシート材料の平面中にあるように見えた。「ＳＡＭ
ＰＬＥ」文字からの暗い文字に対して「３Ｍ」文字はただ観察できるだけだった。
【００９０】
実施例１０
　この実施例は複合３次元画像を持つシート材料を説明する。８０ｍｍ厚さのアルミニウ
ム感光層を持つレンズ埋め込み型マイクロレンズシート材料をこの実施例に用いた。実施
例１に用いた光学系を用いた。マイクロレンズ化シート材料をＸＹＺ並進試料台のＸＹ平
面に貼り付け、一方で非球面レンズをｚ軸に取り付けた。非球面レンズはＮＡ０．６４お
よび焦点距離３９ｍｍを有した。５ｃｍ長の立方体対角線（立方体の反対側の２角間の距
離）を持つ等尺性立方体の外形を描くように制御器をプログラム化した。制御器にプログ
ラム化された立方体の相対位置および方向は、合成立方体画像の一端をシート材料表面の
上約５ｍｍに置き、合成立方体画像の他端をその表面の上５．５ｃｍに置くものであった
。立方体画像は立方体の角を最も観察者に近づけて置くように方向を合わせた。
【００９１】
　等尺性立方体の描写の間、発散レンズとシート材料間の間隔には関係なく試料表面で８
ｍＪ／ｃｍ2の一定エネルギー密度が得られるように、レーザーからのパルス当りのエネ
ルギーを制御した。レーザーを１０Ｈｚで操作し、Ｘ、ＹおよびＺ試料台を５０．８ｃｍ
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料の上の空間中に連続的に描き出した。
【００９２】
　周辺光において見る時、等尺性合成立方画像は、表面の上５ｍｍ～５．５ｃｍの間に浮
き、明るいグレー背景に対して暗いグレーに見えた。さらに、観察者がその視点を変える
につれて、等尺性立方体はマイクロレンズシート材料の上の空間中に回転して見え、前に
は異なる視角で見えなくなっていた立方体の側面を浮き彫りにした。
【００９３】
実施例１１
　この実施例は消失させ得る浮遊画像を説明する。すなわち、合成画像は、視角を変える
ことにより、視界から消えるかまたは視界に再出現するように作製することができる。８
０ｍｍ厚さのアルミニウム感光層を持つレンズ埋め込みシート材料を用いた。画像形成の
ために実施例１と同じ光学系を用い、シート材料からの非球面レンズの距離をマイクロレ
ンズ化シート材料の上１ｃｍの焦点距離に位置付けるように調整した。「球」パターン（
４内接円弧を持つ円）を生成するように制御器をプログラム化し、試料表面で８ｍＪ／ｃ
ｍ2を提供するようにレーザー出力を調整した。試料それ自体の上で、半透明テープの四
角断面をレンズ埋め込みシート材料の表面に貼り付けた。球画像化の間にレーザーにより
画像化された面積部分が半透明テープにより覆われた部分に重なるであろうように、テー
プの四角断面を位置取りした。
【００９４】
　画像化シート材料を周辺光下で見る時、浮遊球パターンは、シート材料の上１ｃｍに浮
き、明るいグレー背景に対して暗いグレー画像として観察された。視角を変えることによ
り、「球」は半透明テープによりマスクされた領域中にまたはそこから移動した。球がマ
スクされた領域中に移動する時に、その領域に入る球の部分は消える。球がマスクされた
領域から出る時に、その領域での球の部分は再度現れた。合成画像はそれが単にマスクさ
れた領域中に入って行くにつれて次第に消えて行くというのではなく、むしろ、それがそ
の領域に入った時に正確に完全に消えるものであった。
【００９５】
　本発明の合成画像を含有する画像化シート材料は独特のものであり、通常の装置で複製
することは不可能である。合成画像は、パスポート、識別バッジ、識別グラフィック、お
よびアフィニティ・カードなどの用途に特別に挙げられるシート材料中に形成することが
できる。検定を必要とする書類は、識別、信憑性、および高揚のために、積層シート材料
上に形成されるこれらの画像を有することができる。接着剤ありまたはなしでの積層など
の従来の結合手段は、用いることが可能である。箱型電子製品、コンパクトディスク、運
転免許証、文書表題、パスポートまたはブランド製品などの価値品目の供給業者は、単に
本発明の多層フィルムを彼らの製品に貼り、彼らの顧客に対してそう表示された信憑性の
ある価値品目として承認するだけであると指示することが可能である。これらの保護を必
要とする製品に対して、合成画像を含有するシート材料をそれらの構成物中に封入するこ
と、またはこうしたシート材料を製品に付着させることによりそれらのアピール度を高め
ることが可能である。合成画像は、広告用、ナンバープレート用、および独特の画像の視
覚表示が望ましい多くの他用途用の表示材料として用いることが可能である。
【００９６】
　多合成画像は同じシート材料上に形成することが可能であり、それらの合成画像は同じ
かまたは異なることが可能である。合成画像は、また、印刷画像、ホログラム、アイソグ
ラム、回折格子、カイングラム、および写真などの他の従来画像と一緒に用いることが可
能である。
【００９７】
　開示された実施形態の種々の修正および組合せは当業者に明白であり、それらの修正は
特許請求の範囲に規定される本発明の範囲内にあるものと意図されている。
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【提出日】平成22年6月24日(2010.6.24)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート材料（１０、２０、３０）であって、該シート材料は、
　第一および第二側面を有する、複数のマイクロレンズ（１２、２２、３４）をもった少
なくとも一つのマイクロレンズ層、
　マイクロレンズ層の第一側面に近接して配置された感光材料層（１６、２６、３６）で
あって、該感光材料層は、所定レベルの光にさらされると、その様子が変化して、その光
にさらされなかった材料とのコントラストを提供する、感光材料層、
　前記感光材料中に形成された、対象物の、複数の異なる個々の画像
を含み、
　前記画像は、照射源から前記複数のマイクロレンズに向けて、焦点を有する発散もしく
は収束のエネルギービームを照射することによって形成されるものであり、
　前記マイクロレンズのそれぞれに入射した光は、他のマイクロレンズのそれぞれに入射
した光に関して特異な入射角を呈示し、よって、前記マイクロレンズのそれぞれが、前記
光のエネルギーを、それぞれの画像が前記複数のマイクロレンズのそれぞれと結びついて
いるように、前記感光材料上の特異な位置に伝達し、
　前記マイクロレンズの背後において画像として複製される対象物の複製の程度は、その
マイクロレンズに入射されるエネルギーの密度に依存しており、よって、前記画像の少な
くとも一つは対象物の部分画像であり、そして
　前記画像は、前記光にさらされなかった材料とのコントラストを有し、前記対象物の異
なる個々の画像によって、前記異なる個々の画像が一緒にまとまることによって提供され
る合成画像が、前記焦点において、観察者の肉眼にシート材料の上または下、あるいは両
方に浮いていると見えるように構成されている、シート材料。
【請求項２】
　前記合成画像が、（ａ）反射光下でもしくは（ｂ）透過光においてシート材料の上に浮
いて見える請求項１に記載のシート材料。
【請求項３】
　前記合成画像が、（ａ）反射光下でもしくは（ｂ）透過光においてシート材料の下に浮
いて見える請求項１に記載のシート材料。
【請求項４】
　前記感光材料が金属の感光材料である請求項１～３のいずれか１項に記載のシート材料
。
【請求項５】
　前記金属の感光材料が、アルミニウム、銀、銅、金、チタン、亜鉛、錫、クロム、バナ
ジウム、タンタル、およびこれら金属の合金から選択される請求項４に記載のシート材料
。
【請求項６】
　前記感光材料が非金属の感光材料である請求項１～３のいずれか１項に記載のシート材
料。
【請求項７】
　前記非金属の感光材料が、硫化亜鉛、セレン化亜鉛、二酸化ケイ素、酸化錫インジウム
、酸化亜鉛、フッ化マグネシウムおよびケイ素から選択される請求項６に記載のシート材
料。
【請求項８】
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　前記感光材料が感光性金属酸化物化合物材料である請求項１～３のいずれか１項に記載
のシート材料。
【請求項９】
　前記感光性金属酸化物化合物材料が、アルミニウム、鉄、銅、錫およびクロムから形成
される酸化物化合物から選択される請求項８に記載のシート材料。
【請求項１０】
　前記感光材料がサーモクロミック感光材料である請求項１～３のいずれか１項に記載の
シート材料。
【請求項１１】
　前記サーモクロミック材料が、炭酸銅、チオ尿素を伴う硝酸銅、チオール、チオエーテ
ル、スルホキシド、およびスルホンの硫黄含有化合物を伴う炭酸銅、水和硫酸塩、ホウ素
の窒化物、アルミニウムおよびビスマスから選択される請求項１０に記載のシート材料。
【請求項１２】
　前記感光材料が多層薄膜感光材料である請求項１～３のいずれか１項に記載のシート材
料。
【請求項１３】
　前記感光材料層とマイクロレンズ間に配置されたスペース層をさらに含む請求項１～１
２のいずれか１項に記載のシート材料。
【請求項１４】
　前記シート材料がレンズ露出シート材料又はレンズ埋め込みシート材料である請求項１
～１３のいずれか１項に記載のシート材料。
【請求項１５】
　シート材料が、１より多い合成画像を含む請求項１～１４のいずれか１項に記載のシー
ト材料。
【請求項１６】
　シート材料が、そのシート材料を基板に塗布するための接着層をさらに含む請求項１～
１５のいずれか１項に記載のシート材料。
【請求項１７】
　合成画像が２次元画像又は３次元画像である請求項１に記載のシート材料。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれか１項に記載のマイクロレンズシート材料上に合成画像を形成
する方法であって、
　第一および第二側面を有する、複数のマイクロレンズ（１２、２２、３４）をもった少
なくとも一つのマイクロレンズ層およびマイクロレンズ層の第一側面に近接して配置され
た感光材料層（１６、２６、３６）を有するものであって、前記感光材料層は、所定レベ
ルの光にさらされると、その様子が変化して、光にさらされなかった材料とのコントラス
トを提供する、シート材料（１０、２０、３０）を提供し、
　ｂ．照射源（３００、４００）を提供し、そして
　ｃ．前記照射源から前記複数のマイクロレンズに向けて、焦点を有する発散もしくは収
束のエネルギービームを照射することによって、前記感光材料中に対象物の、複数の異な
る画像を形成する、
工程を含み、その際、
　前記マイクロレンズのそれぞれに入射した光は、他のマイクロレンズのそれぞれに入射
した光に関して特異な入射角を呈示し、よって、前記マイクロレンズのそれぞれが、前記
光を、それぞれの画像が前記複数のマイクロレンズの異なる一つと結びついているように
、前記感光材料上の特異な位置に伝達し、
　前記マイクロレンズの背後において画像として複製される対象物の複製の程度は、その
マイクロレンズに入射されるエネルギーの密度に依存しており、よって、前記画像の少な
くとも一つは対象物の部分画像であり、そして
　前記画像は、前記光にさらされなかった材料とのコントラストを有し、前記対象物の異
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なる個々の画像によって、前記異なる個々の画像が一緒にまとまることによって提供され
る合成画像が、前記焦点において、観察者の肉眼にシート材料の上または下、あるいは両
方に浮いていると見えるように構成されている、マイクロレンズシート材料上に合成画像
を形成する方法。
【請求項１９】
　各画像が照射源の多重パターン化露出により形成され、シート材料が各露出の間照射源
に対して異なる位置にある請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　各画像がレンズアレーを通して少なくとも一回の照射源の露出により形成される請求項
１８に記載の方法。
【請求項２１】
　シート材料上に１より多い合成画像を提供するために該方法が繰返される請求項１８に
記載の方法。
【請求項２２】
　画像が照射源の多重露出により形成され、シート材料が各露出の間照射源から異なる距
離を取る請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　照射源が２００ｎｍ～１１μｍの間の波長の光を提供する請求項１８に記載の方法。
【請求項２４】
　合成画像が２次元画像又は３次元画像である請求項１８に記載の方法。
【請求項２５】
　前記シート材料が運転免許証又は有価品目の文書に適用される請求項１に記載のシート
材料。
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